
地区の皆様へ 

 

・各世帯１名以上のご参加をお願いします。 

 

・集積されたゴミは、後日市役所が回収します。 

 
 

・目　的 　  霞ヶ浦・北浦の沿岸、流入河川、側溝等の水草、ゴミ等を清掃 

することにより霞ヶ浦地域住民の水質浄化意識の高揚を図る。 

 

・対象地区 　常陸利根川、外浪逆浦、鰐川流域の１２地区 

　　（西宝山、横瀬、日川、萩原、芝崎、石神、高浜、息栖、賀、筒井、下幡木、鰐川） 

 

・主　唱 　　霞ヶ浦問題協議会、神栖市 

 

 

 

清掃ボランティアに参加しましょう！ 

 

  　  と　き　　　3／１(日)　 

※風雨が強い場合は中止となります。 

※感染症等の拡大状況により 

　　中止する場合があります。 

　 集 合 時 間 

   集 合 場 所　　　　   区長さんの指示に従って下さい。 

ごみ収集場所　　　 
    
 

   清　掃　場　所 　　常陸利根川、北浦・霞ヶ浦などの湖岸、河川周辺部 

　　　　　　　　　　　（一般道や住宅地等は除きます） 

　 

　実 施 方 法　　・沿岸・河川等のゴミ、藻類水生植物の枯れたものを 

　　　　　　　　　  収集してください。 

・可燃と不燃は分別して収集して下さい。 

・ゴミ袋に入らない粗大ごみは回収しないでください。 

※漁業用の浮き（フロート）は回収できません。 

（迷った場合は、拾わないでください。） 

   参加者が用意　　　軍手またはゴム手袋（ゴミ袋は配布します。） 
　　するもの 

 
 

回覧

本件に関する問合せ・連絡先 

●実施日当日 市役所警備室    電話０２９９－９０－１１１１ 

●それ以外  市役所環境課 安木 電話０２９９－９０－１１４６


